
資料8－（1）  

FAO／ⅥrHO合同食品規格計画  

第2回汚染物質部会  

日時   2008年3月31日（月）～4月4日（金）  

場所   ハーグ（オランダ）  

仮 議 題  

1．   議題の採択   

2．   コーデック   

3．   mO及び1   

4．   第68回F』   

食品中の汚染物ノ   

5．   GSCTFのi   

食占   

6．   植物たんば  

－   1  1．   しよっり）を  

最大基準値   

7．   酸－HVP属  

減に関する   

8．   食品中のア   

9．   燻製及び直  

染の低減に  

10．   小麦、大麦  

テップ7）   

11．a）  加工用アー  

トキシンの   

b）  直接消費用  

フラトキシ   

c）  アーモンド  

のサンプリ   

d）  直接消費用  

フラトキシ   

e）  ブラジルナ   

ス総会及びその他の部会からの付託事項  

WHOからの関心事項  

AO／WHO合同食品添加物専門家会議  （JECFA）の関心事項  

質及び毒素に関するコーデックスー般規格  （GSCTF）  

前文改訂原案   （ステップ4）  

晶に含まれる製造及び環境由来の汚染物質  

く質酸加水分解物（酸－HVP）を含む液体調味料（本醸造  

除く）における3－クロロブロバンジオール（3・MCPD）の  

（ステップ7）  

及び酸－HVPを含む製品の製造過程における3－MCPDの低  

実施規範案（ステップ7）  

クリルア ミドの低減に関する実施規範原案（ステップ4）  

接乾燥工程における食品の多環芳香族炭化水素（PAH）汚  

関する実施規範原案（ステップ4）  

食品中のカビ毒  

及びライ麦におけるオクラトキシンAの最大基準値案（ス  

モンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオにおける総アフラ  

最大基準値案（ステップ7）  

アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオにおける総ア  

ンの最大基準値案（ステップ7）  

、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ及びピスタチオのため  

ングプラン原案（ステップ4）  

アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオにおける総ア  

ンの最大基準値に関する討議文書  

ツツにおけるアフラトキシン汚染に関する討議文書   



12．   乾燥いちじくにおけるアフラトキシン汚染の防止及び低減に関する実  

施規範原案（ステップ4）   

規格の策定手続き外の問題に関する討議文書   

13．a）  コーヒーにおけるオクラトキシンAに関する討議文書   

b）  ココアにおけるオクラトキシンAに関する討議文書   

一般問題   

14．   JECFAによる汚染物質及び自然毒の優先評価リスト   

15．   その他の事項及び今後の作業   

16．   次回会合の日程及び開催地   

17．   報告書の採択   
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資料8－（2）  

第2回汚染物質部会（CCCF）の主な検討議題  

日時：2008年3月31日（月）～4月4日（金）  

場所‥ハーグ（オランダ）  

主要議題の検討内容  

1．食品中の汚染物質及び毒素に関するCodex一般規格（GSCTF）   

議題5．GSCTFの前文改訂原案   

汚染物質・毒素に関しては、「食品中の汚染物質及び毒素の一般規格（GSCTF）」に   

おいて、CCCFにおける検討の規準や一般的原則が定められている。 今回の部会で   

は、コーデックス内の手続きに関する記述をGSCTFから除き、手続きマニュアル   

に含めること、GSCTFで使用する食品分類システムの改正等が検討される。  

2．汚染防止及び低減等のための実施規範  

（1）議題  

議題7．植物たんばく質酸加水分解物（酸－HVP）及び酸－HVPを含む製品の製造  

過程における3－クロロブロパンジオール（3－MCPD）の低減に関する実施規範案（ス  

テップ7）  

議題8．食品中のアクリルアミドの低減に関する実施規範原案（ステップ4）  

議題9．燥製及び直接乾燥工程における食品の多環芳香族炭化水素（M）汚染の  

低減に関する実施規範原案（ステップ4）  

議題12．乾燥いちじくにおけるアフラトキシン汚染の防止及び低減に関する実施  

規範原案lこステップ4）  

（2）対応の基本的考え方  

生産、調製、保管、製造、流通等の過程を通じて汚染を低減、防止するための   

技術的なガイダンス等を定めた実施規範の作成は、汚染水準の全体的な低減につ   

ながるものである。我が国としては作成に必要な情報やデータ等を積極的に提供   

し、実行可能性や有効性を科学的に検証・議論した上で、これらの規範ができる   

限り早期に採択されるよう対応する。  

（3）主要な検討事項  

0 3－こMCPD  

酸－HVPの製造工程における3－MCPDの低減方法として、原材料の酸加水  

分解条件の適切な調整・管理とその後のアルカリ処理等を推奨する実施規範  

案について検討される。なお、前回会合で、我が国において用いられている  

低減技術に関する情報やその効果を示す含有実態調査データを提供した結果、   



それらが反映された内容となっている。  

○ アクリルアミド  

アクリルアミド摂取への寄与が大きい食品とされている、じやがいも加工   

品、穀類加工品及びコーヒーを対象として各国・地域で商業的に取り組まれ   

ている低減技術の情報を基に作成された実施規範原案が検討される。原料作   

物の生産から貯蔵、流通、調整、加工の各段階においてアクリルアミド低減   

に寄与する様々な技術や製造条件、さらには家庭調理で消費者が留意すべき   

事項の情報提供まで、多岐にわたる内容の検討が行われる。  

O RAH   

燻製食品、直接乾燥食品を対象に、HACCP手法に基づいて製造工程におけ   

るMによる汚染を防止、低減するための実施規範原案が検討される。  

3．食品中の最大基準値  

（1）議題  

議題6．植物たんばく質酸加水分解物（酸－HVP）を含む液体調味料（本醸造しょう  

ゆを除く）における3一クロロブロパンジオール（3－MCPD）（ステップ7）  

議題10．小麦、大麦及びライ麦におけるオクラトキシンA（ステップ7）  

議題11（a）．加工用アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオにおける総アフラ  

トキシン（ステップ7）  

議題11（b）．直接消費用アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオにおける総ア  

フラトキシン（ステップ7）  

議題11（C）．アーモンド、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ及びピスタチオのため  

のサンプリングプラン（ステップ4）  

（2）対応の基本的考え方  

最大基準値については、FAO／WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA）の評   

価結果に基づき、科学的データを考慮し、消費者の健康が適切に保護され、合理   

的に達成可能な範囲でできる限り低くする（AI．ARAの原則）との考え方に則り   

設定されるべきとの方針に沿って対応する。  

（3）主要な検討事項   

0 3－MCPD  

最大基準値を0．4mg／kgとする実について検討される。本最大基準値案は、我  

が国における実態調査から、対応の基本的考え方に基づけば支持できるもので  

ある。前回会合では、実施規範（議題7）の完成・実行の効果も考慮に入れて、  

基準値案をさらに検討していくことが合意されており、実施規範の策定と関連  

した議論がなされることが見込まれる。   

○ オクラトキシンA、アフラトキシン  

昨年6月のJECFAにおいて複数の基準値を設定した場合の摂取量評価が実  
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施されている。また、アフラトキシンについては、実施規範が実践された場合  

の濃度に関する最新のデータ、「加工用（fbrRdherprocessing）」及び「直接消  

費用（ready－tO－eat）」の定義等に関する情報を追加した討議資料が提出され、  

JECFAの評価結果とこれらの情報に基づいて検討が行われる見込みである。  

4．新規作業に向けた検討  

（1）議題  

議題13（a）．コーヒーにおけるオクラトキシンA  

議題13（b）．ココアにおけるオクラトキシンA  

（2）対応の基本的考え方  

各国の汚染実態データ、汚染低減の方法に関する情報、各国の基準値やガイド   

ライン値に関する情報、サンプリング方法や分析法に関する情報などが収集され   

た討議資料が提出され、実施規範策定等の新規作業の提案に向けた検討が行われ   

るものである。我が国としても、引き続き当該輸入食品の汚染実態データ等の提   

供を行うこととする。  
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資料9－（1）  

FAO／WHO合同食品規格計画   

第］．回急速冷凍食品の加工及び取扱いに関する特別部会  

日時   2008年2月25日（月）～2月29日（金）  

場所   バンコク（タイ）  

1．   議題   

2．   コーー   

3．   急速   

／t   その   

5．   報告   

デックス総会及びその他の部会からの付託事項  

冷凍食品の加工及び取扱いに関する国際実施規範の改訂原案   



第1回急速冷凍食品の加工及び取扱いに関する  

特別部会（TFQFF）概要  

1．開催日及び開催場所  

日時   2008年2月25日（月）～2月29日（金）  

場所   バンコク（タイ）  

2．参加国及び国際機関  

17加盟国、1加盟機関（EC）（参加者総数49名）  

3．我が国からの出席者   

農林水産省消費・安全局国際基準課 課長   

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課国際食品室  

国際調整専門官   

農林水産省総合食料局食品産業振興課 課長補佐   

農林水産省消費・安全局国際基準課 SPS係   

テクニカルアドバイザー   

（社）日本冷凍食品協会  
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4．主要議題の概要  

議題3 急速冷凍食品の加工及び取扱いに関する国際実施規範  

（CAC／RCP8－1976）の改訂原案の検討（ステップ4）   

これまで、文書による作業が行われてきたことから、本部会においては、構  

造的又は本質的な変更は行われず、本改定原案を、第31回総会にステップ5／8  

で最終採択するよう諮ることで合意した。   

主なポイントは以下のとおり。  

○ 対象 急速冷凍プロセスの対象とならないものを除き、対象品目及び範囲   

は広くすることが確認された。  

○ 温度管理 急速冷凍食品の温度は原則として－18℃以下に保たれるべきで   

あるものの、所管官庁が－12℃以下の範囲内で許容できる温度を設定すれば、   

一時的にはその温度まで上昇することも認められた。  

○ 温度管理の手順 必要に応じ、①外箱等、外観のチェック、②庫内の温度   

のチェック、③非破壊検査による品温のチェック、④破壊検査による品温の   

チェックを行う、ステップ・アプローチの採用が確認された。   



急速冷凍食品に関連するコーデックス規格と関連文書  

改定原案で参照されている文書  

1月eco〝7∽e乃ゐd血er〃α如乃αJCo滋げP和C〟ceごGe乃erαJPr加c申Je∫げ拘od伽fe乃e仰αRCP   

ノーJ夕∂り  

■ Ge乃erαJ励α乃ゐrdカrJゐeエα占eJ肋gq／タr甲αCわ評d凡0ゐ（COβ且r∫7HⅣノー川叫  

■ Pr加ゎJe∫ノわr升αCeαゐfJわ〝ro血cr乃αCわ7gα∫α7加Jwf血刀α拘od血甲βCJわ乃α乃d   

Cerr挿cα血〃砂∫Je椚仰CⅥエ∂0－200り  

■ G〟披Jf眠∫♪r血侮Jブ血rわ〃げ拘od坤少Co乃加川ゐα∫〟re∫（5／8）  

個別コーデックス規格  

● CO∂且訂ぶ以仁u及Dダ0月e【〃Cgダ尺OZEⅣア且4∫CO上）且r∫r4Ⅳ4J－ブタβJ  

● CO∂且㌢ぶ工4〃n4R∂ダ0月eU忙Ⅹ用OZEⅣぶm耶且R凡肱ゞC（フβ且r∫mⅣ∫2－J夕ぎノ  

● CαD且㌢∫m胞且DFO尺9U花Ⅹダ尺OZ且Ⅳ朗ぶPβ且尺R肱ゞCO∂且訂ぶmⅣ∂クーJ夕βJ  

● CO∂且r∫m〃n4且Dダ0尺2Ⅲダ尺OZ且ⅣP朗CだEぶCO∂且r∫mⅣ75－ノタ鋸  

● COか且r∫工4〃n4且DFO尺e∽Cだ用OZEⅣβ丑β且尺尺肱ゞCO∂且訂ぶr4Ⅳ7∂－J夕βノ  

● CO∂左方∫m胞丘∂ダ0尺2Ⅲ用OZ尻Ⅴ且肌C打CO∂且r∫mⅣ77一ノタ釘  

● COか且訂ぶ乙4〃n4足Dダ0尺2U7Cg∫尺OZEⅣβ上UEβ且足尺躇∫CO∂且r∫WJβj－ノタβJ  

● CO∂且才ぶ7H〃n4足Dダ0月9Lmダ尺OZEⅣ上且EだCα）且r∫7辺ⅣJOイープ卵J  

● COか且訂ぶMu且Dダ0月2∽C片fROZEⅣβ月OCCOエ′COβ且r∫7HⅣノノβ－ノタβノ  

● COD＆㌢ぶ芸4〃n4兄Dダ0月9【刀C灯用OZEⅣCd〔几∬ヱ0坪E尺COβ且訂ぶ7HⅣJJノーJ夕βJ  

● COか且r∫m〃n4足Dダ0尺eU打方ダ尺OZEⅣβ月【侶朋辻∫5ア月OmCO∂且訂ぶ7HⅣノノ2－JタβJ  

● CO∂且㌢ぶm〃以且Dダ0月eUXX∫尺OZEⅣG足且EⅣ月肌 d入り9U花二足用OZEⅣ取1方βEA入官  

CO∂且㌢ぶWJノゴーJクβノ  

● COβ且ガぶ乙4〟aA尺DFO尺9こ〝Cgダ尺OZEⅣF尺EⅣC〃且旧EβPO7』ⅧCOβ且㌢∫J辺ⅣJJイーJタβJ  

● COβ且rぶm皿4且Dダ0月2Ⅲダ尺OZEⅣ閻石見E尺皿CORⅣCOD且㌢∫mⅣJj2－ノ朋J  

● C（フβ且r∫7H〃以足Dダαi2U7Cgダ尺OZEⅣCO尺Ⅳ－0ル7岩E－COβCO∂且r∫エ4ⅣJjゴーJ夕βJ  

● CO∂且r∫工4〃n4RDダ0月9Lm用OZEⅣC4兄尺0ブ苫CαD且㌢∫7HⅣノイβ－ノタβj  

■ COβ且㌢ぶm〃刀月見DダOReⅢダ尺OZEⅣ昭〔爪甘惜C況4乃江）AⅣD且γ搭C且凡4刀工∂  

COか且r∫7HⅣj∂－J夕βJ，月eγ．J㌧Jタタ5  

■ COβ且r∫m皿4且Dダ0月e〔〃C方用OZEⅣ脚0月淵紺CO∂且r∫mⅣタフ－ノタ軋足首㌣ノー  

ノタタ5  

ト CO∂且訂ぶ7H入取4且Dダ0月eこ〝Cgダ尺OZ丘Ⅳ上0β∫乃己尺ぶCO上）且r∫nlⅣタブーJ∫唱J，月ev2－200イ  

■ CO上）且r∫γ4〃仇4尺Dダ0月9U7Cだダ尺OZEⅣβ上OC艮ざOF且搭打ダ比エErmW毘且良好d入切  

A必7「こ欣且ゞOF月ヱ上方7昔d入りA椚∂Wダエ且毀7COa且r∫エ4Ⅳノ∂ゴーノタβタ仲居Fノーノタタ刃  

■ COβ且y∫r4〃以尺Dダ0尺9U忙Ⅹダ尺OZEⅣW∫刀C艮ざ耶打君ⅣG且見り，WPO属〃0〃ざdAの  

ダ搭打ダ比上月7苫一β足昆4ヱ）且DO尺爪r且4rmCO∂且r∫γ4Ⅳノ∂6－ノタβタ，且Erノーノタタ5  

■ CO∂且yG且ⅣE札4上∫乙4〟n4且DFO属9U忙Ⅹダ尺OZ且ⅣWÅ抜上β7苫C（フβ且r∫エ4Ⅳノ卯－ノタタ∫  

ト CO∂且r∫エ4〟n4月βグロ月9LW用OZ毘Ⅳ凡4肝ぶ9【〃DCOβ且yぶ∑4ⅣJタノーJタタ5   



食品  加物に関するコーデックス一般規格   

（前文及び付属文書A）  
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Publishedbyarrangementwiththe  

FoodandAgricultureOrganizationofUnitedNations  

andtheWorldHea）thOrganization  

bythe   

MinistryofAgriculture，ForestryandFisheries，  

Government of Japan 

本文書において使用する呼称及び資料の表示は、いかなる国、領土、都市あるいは地  

域、若しくはその当局の法律上あるいは開発上の地位に関する、又はその国境あるいは  

境界の設定に関する、国際連合食糧農業機関（FAO）あるいは世界保健機関（WHO）の  

いかなる見解の表明を意味するものではない。また、個別の企業あるいは製品への言及  

は、それらが特許を受けているか否かにかかわらず、言及されていない同様の性質を持  

つ他者に優先して、FAOあるいはWHOが承認あるいは推薦していることを意味するも  

のではない。  

◎FAOルVHO，2006（Englishedition）  

◎GovernmentofJapan，2008（Japaneseedition）   
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食品添加物に関するコーデックスー般規格  

COβ且r∫工4Ⅳノタ2－ノタタ5，月ev7－200β  

前文  

1  範囲   

1．1   この規格の対象となる食品添加物  

本文書に記載した食品添加物のみが、本規格の規定に準拠した食品への使用が妥当である  

ものと認められるl。国際連合食糧農業機関（FAO）／世界保健機関（WHO）合同食品添加物  

専門家会議（JtCFA）が一日摂取許容量（ADI）を定め又はその他の規準に基づき安全と判断  

し2、かつコーデックスが国際番号システム（ms）による番号を付与した食品添加物のみが3、  

本規格へ包含されることとなる。本規格に適合した添加物の使用は、技術的に妥当であると  

みなされる。   

1．2   食品添加物の使用が認められる食品  

本規格は、既にコーデックスが個別食品規格を定めた食品であるか否かに関わらず、全て  

の食品について食品添加物が使用できる条件を規定する。コーデックスが個別食品規格を定  

めた食品における添加物の使用は、当該個別食品規格及び本規格に定める使用条件に従う。  

食品添加物に関する一般規格（GSfA）を、食品添加物に関する唯一の公式な参照先とすべき  

である。コーデックス個別食品部会は、個別食品規格の対象である食品への添加物の使用に  

ついての技術的必要性を評価し及び妥当性を確認する責任を持つとともに、これらを行うた  

めの専門知識及び専門技術を有する。また、食品添加物部会（CCFA）は、規格の定められた  

食品と類似した、規格の定められていない食品についての食品添加物条項を検討する際に、  

個別食品部会が提供した情報を考慮することができる。個別食品部会の対象とならない食品  

については、CCmが技術的必要性を評価する。  

1 この章の規定に関わらず、現行の本一般規格において特定の添加物又はある添加物の特定の使用  
について記述されていないことが、当該添加物の食品への使用が安全でない又は不適切であるこ  

とを意味するものではない。コーデックス委員会は、本一般規格が実質的に完成した時点でこの  

脚注を削除することを念頭に置き、本脚注の必要性を定期的に見直すべきである。  

本規格の目的において、「その他の規準に基づき安全と判断」とは、托CFAが毒性学的な懸念がな  

いと示した条件における（例えば、使用基準値が規定された状況）食品添加物の使用は、安全性  

への懸念を生じないことを意味する。  

現在のADIの状況、直近のJECFA評価が行われた年、付与されたNS番号等を含む食品添加物規  
格のデータベースが、FAOのJECFAウェブサイト  
（hq，‥／／www．fao．org／ag／agn月ecfa－additives／search・html？1ang＝en）において英語版を閲覧できる。デー  

タベースは、英語、フランス語、スペイン語、アラビア語及び中国語の検索ページ及び背景情報  
を含んでいる。JFCFAの報告書は、WHOのJECFAウェブサイト  
（http：／／ww．who．int／ipcs／fbo叫ecfa／en／）で閲覧できる。  

1   
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1．3   食品添加物の使用が認められない食品  

本規格は、食品添加物の使用を許容できない又はその使用を制限すべき食品分類又は個別  

食品を定義する。   

1．4  食品添加物の最大使用基準値  

様々な食品群における食品添加物の最大使用基準値を定める主な目的は、ある食品添加物  

のあらゆる用途からの摂取量がそのADIを超えないことを確保することである。   

本規格の対象となる食品添加物及びその最大使用基準値は、既に定められたコーデックス  

個別食品規格の食品添加物条項に基づいているか、又は加盟国政府の要請に基づき、提案さ  

れた最大基準値とADIとの整合性を適切な手法により確認し定められている。   

上記の確認の第一段階として本規格の付属文書Aを利用することができる。実際の食品消  

費量データも評価すべきである。  

2  定義  

a）  舶廃勿珍とは、栄養価の有無に関わらず、通常はそれ自体を食品として消費  

することはなく食品の典型的な原材料として使用されることのない物質であり、  

食品の製造、加工、調製、処理、充填、包装、運搬又は保存において、技術的  

な目的（感覚的な目的を含む）で食品に意図的に添加した結果、（直接的又は間  

接的に）当該物質又はその副産物が食品の一成分となる若しくは食品の特性に  

作用する若しくはそのような結果が合理的に期待される物質をいう。なお、食  

品添加物には、汚染物質又は栄養に関する品質の維持若しくは改善のため食品  

に添加される物質は含まれない4。  

b）一β靡榊如〃とは、認知できる健康上のリスクなしに5生涯にわたっ  

て毎日摂取可能な食品添加物の量を体重比で表わした托CFAによる推定値であ  

る。   

c）一β顔及許家畳願Lなケリ伽り6とは、利用可能なデータ（化学的、生化  

学的、毒性学的等）に基づく几CFAの見解として、所期の効果を達成するため  

に必要なレベルで使用した場合の当該物質の量を食品中に許容可能なレベルで  

コーデックス委員会手続きマニュアル。  

「食品中の食品添加物及び汚染物質の安全性評価に関する原則」、世界保健機関、1987年（環境健  

康規準70号）、111ページ。 本規格の目的において、「認知できる健康上のリスクなしに」という  

表現は、本規格に記載されたレベルを超えないレベルで添加物を使用した場合、消費者に危害が  

ないという合理的な確実性があることを意味する。本規格の規定は、消費者の健康に悪影響を与  

えうる形での添加物の使用を認めない。  

本規格の目的において、一日摂取許容量（ADI）「制限しない［notllmited］」（NL）は、ADI「特定  

しない［notspeci丘ed］」と同じ意味を持つ。「許容可能なADI」とは、毒性学的に設定されたADI  

ではなく、数値的に又はGMpにより制限された、食品処理の許容可能なレベルに基づき安全性を  
設定した、JECFAによる評価結果のことを言う。  

2   
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元々存在する当該物質の量に加えた当該物質の総摂取量が、健康に対する危害  

要因とならないとされた、毒性の極めて低い物質に適用される用語である。  

上記の理由及び個々のJECFA評価に記載された理由から、JECFAは、数値で示  

した一日摂取許容量の設定は必要ないと見なす。上記の基準を満たす添加物は、  

下記3．3に定義する適正製造規範（GMP）の範囲内で使用しなければならない。   

d）添加物の慶大僻とは、コーデックス委員会において、ある食品又は食  

品分類において機能的に有効であると判断され、かつ安全であると合意された   

添加物の最大濃度をいう。一般に、添加物mg／食品kgで表される。  

最大使用基準値は、通常、最適、推奨又は典型的使用基準値とは一致しない。   

（iMPのもとでは、最適、推奨又は典型的使用基準値は、添加物の各々の使用に  

応じて異なるものであり、原料の種類、食品加工並びに流通業者、小売業者及  

び消費者による製造後の貯蔵、運搬及び取扱いを考慮した上で、意図した技術  

的効果及び当該添加物を使用する個別の食品により決まる。  

3  食品添加物の使用に関する一般原則  

本規格に準拠した食品添加物の使用にあたっては、3．1から3．4に定める全ての原則を遵守  

することが必要である。   

3．1   食品添加物の安全性  

a）入手可能なJECFAの評価結果に基づいて判断する限り、提案された使用基準値  

において消費者に対する認知できる健康上のリスクを示さない食品添加物のみ  

が、承認され、本規格に掲載されなければならない。  

b）本規格への食品添加物の掲載に当たっては、JECFAが当該添加物に関して設定  

したあらゆるADI又はJECFAが実施した同等の安全性評価、及び全ての食品源  

から見込まれる一日摂取量7を考慮しなければならない。当該食品添加物が消費  

者の特別なグループ（例えば、糖尿病患者、特別な食事療法を受けている者、  

調合した流動食を摂取している患者）が摂取する食品に使用される場合には、  

これらの消費者による当該食品添加物の一日摂取見込み量を考慮しなければな  

らない。  

c）食品に添加される添加物の量は、最大使用基準値以下で、かつ意図した技術的  

効果の達成に必要とする最低レベルである。最大使用基準値は、付属文書Aの  

手続きの適用、コーデックス加盟国の摂取量評価又はCCFAがJECFAに要請す  

る各国の摂取量評価の個別評価に基づき設定することができる。  

7 コーデックス加盟国は、CCFAに対して、同部会が最大使用基準値を設定する際に使用する摂取量  

に関する情報を提供することができる。さらにJECFAは、CCFAから要請を受けた場合、データ  

提供の要請に応じコーデックス加盟国が提出した摂取量評価に基づき、添加物摂取量の評価を行  

う。CCFAは、添加物の最大使用基準値の設定にあたり、JECFAの評価を検討する。  

3   
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3．2   添加物利用の妥当性   

食品添加物の使用が妥当とされるのは、当該使用によりメリットがあり、消費者に対する  

認知できる健康上のリスクを示さず、消費者に誤解を与えることなく、かつコーデックスが  

定める技術的機能のうち少なくとも一つを果たすとともに、次の（a）から（d）に定められ  

た必要性を満たす時に限られ、かつ当該目的が経済的及び技術的に実行可能な他の手段によ  

って達成できない場合に限られる。  

a）食品の栄養的な品質の維持；食品の栄養的な品質を意図的に低下させることは、  

（b）項に該当する場合及び当該食品が通常の食事において重要な品目ではない  

場合に妥当とみなされる。  

b）特別な食事上のニーズのある消費者のグループのために製造される食品に必要  

な原材料又は構成要素の提供。  

c）食品の保存性又は安定性の向上若しくはその感覚的特性の改善。ただし、これ  

が消費者を欺くために当該食品の性質、本質又は品質を変えるものではない場  

合。  

d）食品の製造、加工、調製、処理、包装、運搬又は貯蔵の補助。ただし、これら  

の活動のいずれかの過程において、 当該添加物が、欠陥のある原料若しくは望  

ましくない（不衛生なものを含む）行為又は技術の使用の影響を偽るために使  

用されるものではない場合。  

3．3   適正製造規範（GMP）8   

本規格の規定の対象となる全ての食品添加物は、以下の全てを含む適正製造規範（GMP）  

の条件のもとで使用しなければならない。  

a）食品に添加する添加物の量は、所期の効果を達成するために必要とする量で、  

可能な限り少ない量に制限しなければならない。  

b）食品の製造、加工又は包装において使用した結果、食品の一構成要素となり、  

かつ当該食品においていかなる物理的又はその他の技術的効果を意図していな  

い添加物の量は、合理的に可能な範囲で低減する。かつ  

c）添加物は、食品への添加に適切な品質であり、食品の原材料と同様の方法で調  

整し、取り扱う。   

3．4   食品添加物の同一性及び純度に関する規格  

本規格に基づき使用する食品添加物は、食品用として適切な品質であり、コーデックス委  

員会が推奨する「同一性及び純度に関する規格」9の該当箇所、又はこうした規格がない場合、  

8  

さらに詳しい情報については、コーデックス委員会手続きマニュアル「個別食品部会と－・一般問題   

部会との関係」中の「食品添加物及び汚染物質」の項を参照。  

9 コーデックス委員会が採択した全ての規格及び採択年の索引（CAC／MISC6）は、コーデックスの  

ウェブサイト（http：／／ⅥW．COdexallmentarius．net）で閲覧できる。また、JECFAが策定したこれらの  

4   
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責任ある国内機関又は国際機関が策定した適切な規格に常に準拠すべきである。安全性の観  

点から、食品用としての品質は、添加物がその規格全体（個別の規準だけではなく）に準拠  

し、GMPに準拠した製造、貯蔵、運搬及び取扱いを行うことにより達成される。  

4  食品添加物の食品へのキャリーオーバー10   

4．1   食品添加物のキャリーオーバーに当てはまる条件  

直接の添加に加え、以下の場合については、添加物は、食品の製造に使用された原料又は  

原材料からのキャリーオーバーの結果として食品中に存在することができる。  

a）本規格において、原料又はその他原材料（食品添加物を含む）への当該添加物  

の使用が許容されている。  

b）原料又はその他原材料（食品添加物を含む）に含まれる添加物の量が、本規格  

に定める最大使用基準値を超えない。  

c）当該食品添加物がキャリーオーバー される食品は、本規格の規定に合致する適  

当な技術的条件又は製造実態の下での原料又はその他原材料の使用によっても  

たらされる量を超える量の当該添加物を含まない。  

本規格の規定に準拠した食品の調製のみに使用される原料又はその他原材料の場合は、当  

該原料又は原材料に添加物を使用することができる。   

4．2   食品添加物のキャリーオーバーが許容できない食品  

原料又は原材料からの食品添加物のキャリーオーバー は、次の食品分類に属する食品に関  

しては許容されない。ただし、当該分類における食品添加物条項が、本規格の表1及び表2  

に掲載されている場合を除く。  

a）］3．1一乳児用調製乳、フォロ ーアップミルク及び特殊医療用の乳児用調製乳  

b）］し3．2－乳幼児用補助食   

規格は、4巻からなる「食品添加物規格統合摘要」（FAOJECFAMonographsNo．1）及びこれに続  
くJECFAモノグラフ中で2006年に出版される。規格は、JECFAのウェブサイト   

（http：／／www．fao．ordag／agnづecfa－additives／search．htmi？1ang＝en）においても閲覧できる。印刷版の摘   

要には、香料以外の追加的な技術的機能を持つt一部の香料を除き、香料の規格は含まれていない   

が、mOの托Cmウェブサイト上のオンライン検索データベース   

（h叫）：／／apps3．fao．orgづecfa／nav＿agentS／flavag－qjsp？1anguage＝en）には含まれている。  
10  食品添加物の食品へのキャリーオーバー に関する原則（「キャリーオーバー原則」）は、食品添加  

物を使用した原料又はその他原材料を使用した結果生じる食品中の添加物の残存に関するもので   

ある。第17回コーデックス総会（1987年）は、同原則の改訂版をコーデックスの助言的文書とし   

て採択した。キャリーオーバー原則は、コーデックス規格に他の規定がない限り、コーデックス  

規格の対象となる全ての食品に適用される。  

5   
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5  食品分類システム11   

食品分類システムは、本規格において食品添加物の使用を指定するための道具である。食  

品分類システムは、全ての食料品に適用される。   

食品分類の記述は法的拘束力を持って製品名を表すものではなく、表示上の目的のための  

ものでもない。   

食品分類システムは以下の原則に基づく。  

a）食品分類システムは階層的なものであり、ある添加物の使用がある大分類で認  

められる場合、他に規定がない限り、その全ての小分類において使用が認めら  

れる。同様に、ある添加物の使用がある小分類で認められる場合、その使用は  

さらなる小分類又は小分類中の個々の食品で認められる。  

b）食品分類システムは、他に規定がない限り、市販されている食品の製品動こ基  

づく。  

c）食品分類システムは、キャリーオーバー原則を考慮する。これにより、食品分  

類システムでは複数の食材からなる食品（複合食品）について特に言及する必  

要がなくなる（例えばピザ等の調理済み食品。これらの食品は、その構成要素  

に使用が認められている全ての添加物を、その構成に比例して含むことができ  

るため。）。ただし、当該複合食品に、その構成要素のいかなるものにも使用が  

認められていない添加物が必要となる場合を除く。  

d）食品分類システムは、本規格を構成及び構築するための食品添加物の使用の報  

告を簡素化するために使用する。  

6  規格の内容  

本規格は、三つの主要部分から構成される。  

a）並室  

b）付属文書  

i．付属文書Aは、JECFAが設定した数値によるADIを持つ添加物の最大使用  

基準値を検討するためのガイドラインである。  

ii．付属文書Bは、本規格の表1、表2及び表3の作成及び編成のために使用す  

る食品分類システムの一覧表である。各食品分類及び小分類の説明も記載さ  

れている。  

iii．付属文書Cは、食品分類システムとコーデックス個別食品規格との相互参  

照表である。  

c）食品添加物条項  

i．菱⊥は、JECFAが設定した数値によるADIを持つ食品添加物又は食品添加  

11本規格の付属文書B。   

6  



CODEXSTAN192－1995  

物群（アルファベット順）の各々に関して、当該添加物の使用が認められて  

いる食品分類（又は食品）、食品又は食品分類ごとの最大使用基準値及びそ  

の技術的機能を規定する。表1は、数値によるADIが設定されていなくて  

も最大使用基準値が規定されている添加物の使用も含む。  

ii．童旦は表1と同じ情報を食品分類番号順に配列したものである。  

iii．童ユは、必要な量を、本前文の3．3に示す適正製造規範（GMP）の原則に従  

って使用する場合は、食品全般での使用が許容され、ADIを「特定しない」  

又は「制限しない」とJECFAにより評価された添加物を列挙している。  

表3の付属文書は、表3の一般条件から除外される食品分類及び個別食品品  

目を列挙している。表1及び表2の規定は、表3の付属文書に列挙された食  

品分類における添加物の使用を規定する。  

他に規定がない限り、表1及び表2の添加物の最大使用基準値は、消費される最終製品に  

関して規定されている。   

表1、表2及び表3は、加工助剤としての物質の使用に関する事項は含まない12。  

【2 加工助剤とは、装置若しくは器具類を含まず、それ自体では食品の原材料として消費されること  
のない物質又は材料であって、処理若しくは加工過程において技術的な目的を達成すべく、原料、   

食品又はその原材料を加工する際に意図的に使用するものをいう。ただし、「加工助剤」を使用す  

ることで、意図的ではないが、その残睦又は派生物が最終製品中に存在することが回避できない  
場合がある（コーデックス委員会手続きマニュアル）。  
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付属文書A   

数値による一日摂取許容量が設定された食品添加物の  

使用のための最大基準値策定に関するガイドライン  

本付属文書は、食品添加物の最大使用基準値並びに一日に消費できる食品及び飲料の量の  

生理学的な上限の検討に基づき、添加物の使用の提案を選別するための指針となることを意  

図している。本付属文書は、添加物の使用基準を割り当てるためのものではなく、また正確  

な添加物摂取量の計算に使用することもできない。  

Ⅰ   食品添加物一便用基準値計算の基本的原則   

ガイドライン／ノ  

バジェット法による計算に用いた食品添加物のレベル及び量は、ADIを割り当てた物質（例  

えば、酸又はその塩）と同じ基準で表わすべきである。消費前に還元することを意図し、濃  

縮物又は粉末として販売される食品に関しては、食品添加物の使用基準値のバジェット法に  

よる計算は飲食可能な状態の製品について行うべきである。  

Ⅱ  使用基準値の安全面の推計一数値によるADIのない食品添加物   

ノダイドライン／2  

ADIを「特定しない」とされた食品添加物  

ADIを「特定しない」13とされた食品添加物は、原則として、適正製造規範（GMP）に準  

拠すること以外は制限なく食品全般への使用が認められる。しかしながら、ADIを特定しな  

いことが無制限の摂取を許容するものではないことを念頭に置くべきである。この用語を  

JECFAが使用するのは、「利用可能なデータ（化学的、生化学的、毒性学的等）に基づくJECFA  

の見解として、所期の効果を達成するために必要なレベルで使用した場合の当該物質の量を  

食品中に許容可能なレベルで元々存在する当該物質の量に加えた当該物質の一日総摂取量が、  

健康に対する危害要因とならないとされた」1場合である。   

したがって、ある物質を、JECFAの当初の想定よりも大量に及び／又は広範の食品に使用  

する場合、新たな使用が評価の範囲内にあることを確認するために、JECFAと協議すること  

が必要である。例えば、ある物質が、保水剤として評価が行われ、その後バルク甘味料とし  

て用いられる場合、かなり摂取量が多くなる可能性がある。   

ノダイドライン／j  

特定の目的について「許容可能」と評価される食品添加物  

一部の場合においては、JECFAはADIを設定することができなかったにも関わらず、特定  

の使用を許容している。このような場合、当該添加物は、特定の条件に従ってのみ承認され  

13 「食品中の食品添加物及び汚染物質の安全性評価に関する原則」、世界保健機関、1987年（環境健  
康規準70号）83ページ。  
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るべきである。その他の報告された使用については、CCFAは、JECFAに対して、使用に関  

する新たな情報に照らして当該添加物を再評価するよう要請すべきである。  

Ⅲ   使用基準値の安全面の推計一数値によるADIのある食品添加物   

ノダイドライユ／イ  

固形食品及び飲料に使われるADIの割り当て  

ある添加物の使用が固形食品及び飲料の両方で提案されている場合、ADIの数値そのもの  

を固形食晶及び飲料における使用の両方に適用することはできない。したがって、ADIを分  

割し各々の使用に割り当てる必要がある。最初のアプローチとして、固形食品と液体食品と  

の各々にADIの2分の1を割り当てると仮定することが適当であるかもしれない。しかしな  

がら、特別な場合には、割当て分の合計がADIの数値を超えない限り、他の比率の方がより  

適当な場合がある（例えば、FS＝1／4及びFB＝3／4、FS＝1／6及びFB＝5／6。ここでFSは固形  

食品の使用比率及びFBは飲料の使用比率）。当該添加物が固形食品でのみ使用される場合FS  

＝1及びFB＝0となり、飲料のみで使用される場合にはFS＝0及びFB＝1となる。  

Ⅲ（a）固形食品（FS）における食品添加物の使用   

ガイドライン／∫  

FSXADIX40未満の使用基準値   

提案されている使用基準値がFSXADIX40未満の場合、これらの食品添加物条項は、食品  

全般に適していると思われる。   

ガイドライユ／‘  

FSXADIX80未満の使用基準値   

提案されている使用基準値がFSXADIX80未満の場合、当該添加物を含む食品の一日消費  

量が固形食品の想定最大合計摂取量の2分の1（すなわち12．5釘kgbw／day）を通常超えなけ  

れば、当該使用基準値は許容される。   

ガイドライニ／7  

FSXADIX160未満の使用基準値   

提案されている使用基準値がFSXADIX160未満の場合、当該添加物を含む食品の一目消  

費量が固形食晶の想定最大合計摂取量の4分の1（すなわち6．25釘kgbw／day）を通常超えな  

ければ、当該使用基準値は許容される。   

／ガイドライユ／β  

FSXADIX320未満の使用基準値   

提案されている使用基準値がFSXADIX320未満の場合、当該添加物を含む食品の一日消  

費量が固形食品の想定最大合計摂取量の8分の1（すなわち3．13g几gbw／day）を通常超えな  

ければ、当該使用基準値は許容される。  
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ノダイドライン／タ  

FSXADIX320を超える使用基準値  

提案されている使用基準値がFSXADIX320を超える場合、全ての提案されている使用か  

らの摂取見込み量の計算からADIを超過しないことが示されている製品に対してのみ、又は  

より厳密な摂取量推計方法（例えば食品消費調査）に基づく添加物の摂取量の推計により当  

該使用基準値が許容可能であることが示されている場合にのみ許容されるべきである。  

Ⅱ（b）飲料（FL）における食品添加物の使用   

ガイ〝ライニ／J♂  

FLXADIXlO未満の使用基準値  

提案されている使用基準値がFLXADIXlO未満の場合、当該添加物は全ての飲料全般に許  

容される。   

ガイドライン／JJ  

FLXADIX20未満の使用基準値  

提案されている使用基準値がFLXADIX20未満の場合、当該添加物を含む飲料の一日消費  

量が飲料の想定最大合計摂取量の2分の1（すなわち50mln（gbw／day）を通常超えなければ、  

当該使用基準値は許容される。   

ガイドライン／J2  

FLXADIX40未満の使用基準値  

提案されている使用基準値がFLXADIX40未満の場合、当該添加物を含む飲料の一目消費  

量が飲料の想定最大合計摂取量の4分の1（すなわち25m肱gbw／d町）を通常超えなければ、  

当該使用基準値は許容される。   

ノダイ〝ライン／Jj  

FLXADIX80未満の使用基準値  

提案されている使用基準値がFLXADIX80未満の場合、当該添加物を含む飲料の一日消費  

量が飲料の想定最大合計摂取量の8分の1（すなわち12．5mln’gbw／day）を通常超えることが  

なければ、当該使用基準値は許容される。   

ガ′ドライニ／Jイ  

FLXADIX80を超える使用基準値  

FLXADIX80を超える使用基準値は、摂取見込み量の計算からADIを超過する可能性がな  

いことが示されている製品（例えば、度数の高いアルコール飲料）の場合にのみ許容される  

べきである。  
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